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中国における鳥インフルエンザA（H7N9亜型）の続発に伴う 

防疫対策の徹底について 

 

このことについて、平成 25年 4月 26日付け 25消安第 586号をもって、農林水産省

消費・安全局動物衛生課長から別添写しのとおり通知がありました。貴会関係者に周

知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、中国では、人や鳥類で、鳥インフルエンザ A（H7N9）（以下、「本

病」という。）の発生が継続し、また、今般、台湾においても中国からの帰国者で、本

病ウイルスの感染者が確認されたところであり、旅行客等を介した我が国への本病ウ

イルスの侵入が懸念される状況を踏まえ、人を介した本病ウイルスの侵入リスクに鑑

み、家きんの飼養者及び家きんの飼養農場へ立ち入る関係者の海外渡航について指導

し、家きんの飼養農場への本病ウイルスの侵入防止に万全を期するよう各都道府県畜

産主務部長宛てに通知したので、了知の上、会員への円滑な防疫対策の実施について

協力を依頼されたものです。 

本件内容の問合せ先 
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